
各派内示・記者会見資料 （令和２年６月23日）

令和２年６月秋田市議会定例会追加提出予定案件

件 名 説 明

「 条 例 案 」 １件

１ 秋田市臨時診療所条例を設定する ○設定理由

件 新型コロナウイルス感染症の感染が疑わ

れる者の診療を行う臨時診療所を設置し、

その使用料等を定めるため、この条例を設

定しようとするもの

○要旨

１ 新型コロナウイルス感染症の感染が疑われる者の診療を行うため、臨時診

療所を設置する。

２ 臨時診療所の診療科目は、内科とする。

３ 臨時診療所が行う業務は、新型コロナウイルス感染症に係る検査が必要と

された者の検体の採取に関すること等とする。

４ 臨時診療所において診療を受けた者は、使用料を納付しなければならない

こととする。

５ 使用料の額は、診療報酬の算定方法（平成20年厚生労働省告示第59号）に

より算出した額等とする。

６ 使用料は、市長の発する納入通知書により納付しなければならないことと

する。

７ 市長は、特に必要があると認めるときは、使用料を減免することができる

こととする。

８ この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定めることとする。

○施行期日

規則で定める日から

「 予 算 案 」 １件

２ 令和２年度秋田市一般会計補正予 ○資料別紙

算（第４号）の件


